
木材流通の各段階における情報の変遷
（１）第１種事業者は、収集した情報を踏まえて合法性の確認を行った結果を保存、伝達

（２）第２種事業者は、受け取った情報をそのまま保存、伝達
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収集した情報及び合法性の確認結果を保存、伝達 受け取った情報をそのまま保存、伝達

（１）原材料情報の
収集

① 樹種
② 伐採地域
③ 証明書等

（２）合法性の確認
① 原材料情報
② 関連情報

合法性確認木材等
か否か

（３）記録の作成・保存
① 原材料情報

② 合法性確認木材
等か否か
③ ②の理由 

（５）情報の保存等

合法性確認木材
等か否か

（４）情報伝達
① 原材料情報

の記録に関す
る情報
② 合法性確認
木材等か否か

（６）情報伝達

合法性確認木材
等か否か

： 情報の変遷 ： 義務 ： 努力義務： 木材等の流れ

消費者等

素材生産販売
事業者

海外の
輸出事業者

求めに応じた
情報提供

第２種事業者

情
報
保
存
等

情
報
伝
達

情
報
の
受
取

第１種事業者

記
録
保
存
等

合
法
性
確
認

情
報
伝
達

（１）

（２） （３） （４） （５）

（６）

（６）
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（４）以降は情報が抽象化されるので、伝達すべき情報が同じ場
合は、部材ごとではなく、まとめて伝達すればよい

例：（原材料情報全て収集できた）合法性確認木材のみからな
る丸太／製材です

伝達情報の変遷（国産丸太の例）
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（１）原材料情報の
収集

① スギ
② 宮崎県
③ 伐採造林

届出書

（２）合法性の確認
① （１）のとおり

②ガイドライン認定
事業者

合法性確認木材

（３）記録の作成・保存
①（１）のとおり

② 合法性確認木材

③事業者情報を鑑
み、収集した原材
料情報が真正と判
断 

（５）情報の保存等
合法性確認木材

（４）情報伝達
① 原材料情報
全て収集済み
② 合法性確認
木材

（６）情報伝達
合法性確認木材

消費者等

素材生産販売
事業者

求めに応じた
情報提供

第２種事業者

情
報
保
存
等

情
報
伝
達

情
報
の
受
取

第１種事業者

記
録
保
存
等

合
法
性
確
認

情
報
伝
達

（１） （２） （３） （４） （５）

（６）

（６）

※第２種事業者から木材を譲受ける場合は、「合法性確認木材であるか否か」の情報のみを受け取る

※木材の流通に関与せず、加工のみを行う事業者（賃加工を行う事業者）は、木材関連事業者に該当しない
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伝達情報の変遷（合板の例）
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（１）原材料情報の
収集

① ベイマツ
② カナダ
③ FSC

（２）合法性の確認
① （１）のとおり
② FSC事業者

合法性確認木材

（３）記録の作成・保存
①（１）のとおり

② 合法性確認木材
③ 事業者情報を鑑

み、収集した原材料
情報が真正と判断 

（５）情報の保存等
合法性確認木材

（４）情報伝達
① 原材料情報
全て収集済み

② 合法性確認
木材

（６）情報伝達
合法性確認木材

消費者等

素材生産販売
事業者

海外の
輸出事業者

求めに応じた
情報提供

第２種
事業者

情
報
保
存
等

情
報
伝
達

情
報
の
受
取

第１種
事業者

記
録
保
存
等

合
法
性
確
認

情
報
伝
達

（１）

（２） （３） （４） （５）

（６）

（６）

（２）合法性の確認
① （１）のとおり
② ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ認定事
業者

合法性確認木材

（１）原材料情報の
収集

① スギ
② 秋田県
③ 森林経営計画

（３）記録の作成・保存
①（１）のとおり

② 合法性確認木材
③ 事業者情報を鑑

み、収集した原材料
情報が真正と判断 

（５）情報の保存等
合法性確認木材

（４）情報伝達
① 原材料情報
全て収集済み

② 合法性確認
木材

（６）情報伝達
合法性確認木材

フェイスバック

中板

（４）以降は情報が抽象化されるので、伝達すべき情報が同じ場
合は、部材ごとではなく、まとめて伝達すればよい

例：（原材料情報全て収集できた）合法性確認木材のみからな
る合板です
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